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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年9月23日(2016.9.23)

【公表番号】特表2016-523642(P2016-523642A)
【公表日】平成28年8月12日(2016.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2016-048
【出願番号】特願2016-522312(P2016-522312)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  23/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    1/00     ３００Ｙ
   Ｇ０２Ｂ   23/24     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月12日(2016.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡（１）であって、
　該内視鏡（１）は、外筒（６）と、該外筒（６）に包囲されている内筒（７）とを有す
る内視鏡シャフト（１）を備え、
　前記外筒（６）は、前記内視鏡シャフト（１）の遠位領域において、第１の光学アセン
ブリ（１３）を収容及び／又は操作するように設計され、
　前記内筒（７）は、前記内視鏡シャフト（１）の遠位領域において、第２の光学アセン
ブリ（１６）を収容するように設計され、
　前記内筒（７）及び前記外筒（６）は、該内筒及び該外筒が互いに対して回転可能であ
るように取り付けられ、
　前記内視鏡シャフト（１）の近位領域において、前記外筒（６）と前記内筒（７）との
間にスラスト軸受（２２）が配置され、
　前記スラスト軸受（２２）は、前記外筒（６）に関連付けられている外輪と、前記内筒
（７）に関連付けられている内輪とを有し、
　前記スラスト軸受（２２）の固定装置は、前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用に設
けられたエラストマー体（２３）、及び／又は前記スラスト軸受（２２）の前記内輪用に
設けられたエラストマー体（２４）を有することを特徴とする内視鏡（１）。
【請求項２】
　前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前記エラストマー体（２３）が環状に設計さ
れていること、及び／又は、前記スラスト軸受（２２）の前記内輪用の前記エラストマー
体（２４）が環状に設計されていることを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡（１）。
【請求項３】
　前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前記エラストマー体（２３）が、フッ素ゴム
、フルオロカーボンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）、又はシリコーン
で形成されていること、及び／又は、前記スラスト軸受（２２）の前記内輪用の前記エラ
ストマー体（２４）が、フッ素ゴム、フルオロカーボンゴム、エチレンプロピレンジエン
ゴム（ＥＰＤＭ）、又はシリコーンで形成されていることを特徴とする、請求項１又は２
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に記載の内視鏡（１）。
【請求項４】
　前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前記エラストマー体（２３）が、前記外輪の
、前記内視鏡（１）の遠位領域に面する側に配置されていること、又は、前記スラスト軸
受（２２）の前記外輪用の前記エラストマー体（２３）が、前記外輪の、前記内視鏡（１
）の近位領域に面する側に配置されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１
項に記載の内視鏡（１）。
【請求項５】
　前記スラスト軸受（２２）の前記内輪用の前記エラストマー体（２４）が、前記内輪の
、前記内視鏡（１）の遠位領域に面する側に配置されていること、又は、前記スラスト軸
受（２２）の前記内輪用の前記エラストマー体（２４）が、前記内輪の、前記内視鏡（１
）の近位領域に面する側に配置されていることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１
項に記載の内視鏡（１）。
【請求項６】
　前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前記エラストマー体（２３）、及び前記スラ
スト軸受（２２）の前記内輪用の前記エラストマー体（２４）が、前記スラスト軸受（２
２）の同じ側に配置されていること、又は、前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前
記エラストマー体（２３）、及び前記スラスト軸受（２２）の前記内輪用の前記エラスト
マー体（２４）が、前記スラスト軸受（２２）の異なる側に配置されていることを特徴と
する、請求項１～５のいずれか１項に記載の内視鏡（１）。
【請求項７】
　前記スラスト軸受（２２）の前記外輪と、前記スラスト軸受（２２）の前記外輪用の前
記エラストマー体（２３）とのための受容部が、前記外筒（６）の内側に設けられること
を特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の内視鏡（１）。
【請求項８】
　前記外輪と、該外輪用の前記エラストマー体（２３）とのための前記受容部の幅が、前
記スラスト軸受（２２）の前記外輪の全幅、及び前記外輪用の前記エラストマー体（２３
）の幅以下であることを特徴とする、請求項１～７に記載の内視鏡（１）。
【請求項９】
　前記スラスト軸受（２２）の前記内輪と、該内輪用の前記エラストマー体（２４）との
ための受容部が、前記内筒（７）の外側に設けられることを特徴とする、請求項１～８の
いずれか１項に記載の内視鏡（１）。
【請求項１０】
　前記スラスト軸受（２２）の前記内輪と、該内輪用の前記エラストマー体（２４）との
ための前記受容部の幅が、前記スラスト軸受（２２）の前記内輪の全幅、及び前記内輪用
の前記エラストマー体（２４）の幅以下であることを特徴とする、請求項９に記載の内視
鏡（１）。
【請求項１１】
　前記内筒（７）は、前記第２の光学アセンブリ（１６）と、遠位端部に設けられた前記
第１の光学アセンブリ（１３）とを収容するように設計され、前記第１の光学アセンブリ
（１３）には、力伝達装置を用いて、近位方向に作用する力が供給されるか、又は供給さ
れることになることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の内視鏡（１）
。
【請求項１２】
　前記力伝達装置は、磁気固定装置又は機械的ばね装置であることを特徴とする、請求項
１１に記載の内視鏡（１）。
【請求項１３】
　前記スラスト軸受（２２）が、ラジアル溝玉軸受として、又はアンギュラ玉軸受として
設計されていることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の内視鏡（１）
。
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【請求項１４】
　前記内視鏡（１）は側方視野方向を有する内視鏡（１）である、請求項１～１３のいず
れか１項に記載の内視鏡（１）。
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